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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１４５

規

則
（
公
）

○
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付

与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
公
）

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関

す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
２
年
１２月

２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会

の
付
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付

与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
９
年
８
月
１２日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１７条

第
１
項
及
び
第
１８条

中
「
こ
れ
に
記
名
押
印
す
る
こ
と

に
よ
り
」
を
削
る
。

第
２２条

第
１
項
中
「
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
５
号
ま
で
、
様
式
第
６
号
() 表
、

様
式
第
７
号
か
ら
様
式
第
１２号

ま
で
、
様
式
第
１３号

() 表
、
様
式
第

１４号
、
様
式
第
１５号

、
様
式
第
１６号

() 表
及
び
様
式
第
１７号

中

「
印
」
を
削
る
。

（
警
視
庁
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

警
視
庁
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

４
月

１６日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
号
() 表
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
() 裏
中
「
場
合

は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
６０日

」
を
「
３
月
」
に
、
「
異
議

申
立
て
を
」
を
「
審
査
請
求
を
」
に
、
「
６
箇
月
」
を
「
６
月
」

に
、
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
」
を
「
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
が
」
に
、
「
提
起
す
る
こ
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場

合
に
お
い
て
も
、
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
日
」
を

「
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

以
内
で
あ
っ
て
も
、
当
該
裁
決
の
日
」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
３
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１３年

９
月
３
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１５号

）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
号
か
ら
別
記
様
式
第
８
号
ま
で
、
別
記
様
式
第

１０号
及
び
別
記
様
式
第
１２号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１３号

の
２
及
び
別
記
様
式
第
１４号

か
ら
別
記
様
式

第
１６号

ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
）

第
４
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に

関
す
る
規
則
（
平
成
１８年

３
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第

４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
号
か
ら
別
記
様
式
第
６
号
ま
で
、
別
記
様
式
第

８
号
、
別
記
様
式
第
１０号

、
別
記
様
式
第
１２号

か
ら
別
記
様
式
第

１５号
ま
で
、
別
記
様
式
第
１７号

か
ら
別
記
様
式
第
２０号

ま
で
及
び

別
記
様
式
第
２１号

の
２
か
ら
別
記
様
式
第
２４号

ま
で
の
規
定
中

「
印
」
を
削
る
。

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
５
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護

等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２７年

１２月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
１４号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
３
号
か
ら
別
記
様
式
第
７
号
ま
で
、
別
記
様
式
第

９
号
、
別
記
様
式
第
１１号

、
別
記
様
式
第
１２号

、
別
記
様
式
第
１４

号
か
ら
別
記
様
式
第
１７号

ま
で
、
別
記
様
式
第
１９号

か
ら
別
記
様

式
第
２２号

ま
で
、
別
記
様
式
第
２３号

の
２
及
び
別
記
様
式
第
２４号

か
ら
別
記
様
式
第
２６号

ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。

（
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
６
条

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
１２年

３
月
３１

日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
中
「
警
視

印
」
を

「
警
視

」
に
、
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「
警
視
（
警
部
）

印
」
を

「
警
視
（
警
部
）

」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
７
条

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４３年

６
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２０条

中
第
２
項
を
削
り
、
第
３
項
を
第
２
項
と
す
る
。

第
２６条

第
１
項
中
第
２
号
を
削
り
、
第
３
号
を
第
２
号
と
し
、

第
４
号
を
第
３
号
と
し
、
第
５
号
を
第
４
号
と
す
る
。

第
２７条

第
１
項
中
「
協
力
援
助
者
災
害
給
付
審
査
請
求
書
（
以

下
「
審
査
請
求
書
」
と
い
う
。
）
に
記
名
押
印
の
上
」
を
「
審
査

請
求
書
を
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１
号
及
び
様
式
第
２
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
３
号
中
「
印
」
を
削
り
、

「
取
扱
所
属
長
の
意
見

長
の

認
印

」

を

「
取
扱
所
属
長
の
意
見

に

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
中
「
印
」
及
び
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
５
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
６
号
及
び
様
式
第
７
号
中
「
㊞
」
及
び
「
印
」
を

削
る
。

別
記
様
式
第
７
号
の
２
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
か
ら
様
式
第
１１号

ま
で
の
規
定
中
「
㊞
」
及

び
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１２号

中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１３号

の
２
か
ら
様
式
第
１５号

ま
で
の
規
定
中

「
㊞
」
及
び
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１６号

（
表
面
）
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
（
裏

面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
１７号

中
「
㊞
」
及
び
「
（
届
出
の
印
鑑
を
押
し
て

く
だ
さ
い
。
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１７号

の
２
及
び
様
式
第
１８号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１８号

の
２
及
び
様
式
第
１９号

中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２０号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２１号

中
「
㊞
」
及
び
「
（
届
出
の
印
鑑
を
押
し
て

く
だ
さ
い
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２２号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
２２号

削
除

別
記
様
式
第
２３号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２４号

か
ら
様
式
第
２４号

の
３
ま
で
の
規
定
中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２５号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２６号

か
ら
様
式
第
３０号

ま
で
の
規
定
中
「
㊞
」
を

削
る
。

別
記
様
式
第
３１号

（
裏
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和2年12月28日（月曜日）東 京 都 公 報（増刊 145） ４
（
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
）

第
８
条

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公

安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
() 表
、
別
記
様
式
第
２
() 表
及
び
別
記
様
式
第
２
の

２
() 表
中

「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
３
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
の
２
中
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「

」

を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
の
３
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
の
４
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
の
５
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５
中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
５
番
と
す
る
。

別
記
様
式
第
５
の
２
() 表
中

「

」
及
び
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
６
() 表
及
び
別
記
様
式
第
６
の
２
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
７
及
び
別
記
様
式
第
７
の
２
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
か
ら
別
記
様
式
第
８
の
４
ま
で
の
規
定
中

「

」
を
「
東
京
都
公
安
委
員
会

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
９
及
び
別
記
様
式
第
１０中

「

」
を
「
東
京
都
公
安
委
員
会

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
１１中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１２か

ら
別
記
様
式
第
１３の

２
ま
で
の
規
定
中

「

」
を
「
東
京
都
公
安
委
員
会

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
１４、

別
記
様
式
第
１４の

２
の
２
及
び
別
記
様
式
第

１４の
２
の
３
中
「
取
扱
者
印
」
を
「
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１５及

び
別
記
様
式
第
１５の

２
中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１５の

２
の
２
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１５の

３
か
ら
別
記
様
式
第
１５の

６
ま
で
の
規
定
中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１５の

６
の
２
及
び
別
記
様
式
第
１６中

「
印
」
を
削

る
。別
記
様
式
第
１６の

６
() 表
中

「
確認印
」

を

「
確認者
」

に
、

「
適性検査官印
」

を

「
適性検査官
」

に
、

「
視野

深視力

」

を

「
視野

深視力

」

に
、

検査官印

検査官

「
適
性
判
定
印
」
を
「
適

性
判

定
」
に
、
「
講
習
済
印
」

を
「
講

習
済
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１６の

６
の
２
() 表
中
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「
確
認
印
」
を
「
確
認
者
」
に
、

「
視野

深視力

」

を

「
視野

深視力

」

に
、
「
適
性
判
定
印
」
を
「
適

試験官印

試験官

性
判

定
」
に
、

「
視

力

試
験
官
印
」

を

「
視

力

試
験
官
」

に
、

「
確認印
」

を

「
確認者
」

に
、
「
講
習
済
印
」
を
「
講

習
済
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１６の

７
か
ら
別
記
様
式
第
１６の

８
の
２
ま
で
の
規

定
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１７中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１８及

び
別
記
様
式
第
１８の

２
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１８の

３
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１８の

４
及
び
別
記
様
式
第
１８の

５
中
「
印
」
を
削

る
。別
記
様
式
第
１９及

び
別
記
様
式
第
２０中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２１中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２２中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２３及

び
別
記
様
式
第
２４中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２５及

び
別
記
様
式
第
２５の

２
中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２７中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２８中

「
（
代
表
者
の
氏
名
）

印
」
を

「
（
代
表
者
の
氏
名
）

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
２９中

「
（
申
込
者
の
氏
名
）

印
」
を

「
（
申
込
者
の
氏
名
）

」
に
改
め

る
。別
記
様
式
第
３０及

び
別
記
様
式
第
３１中

「
（
申
請
者
の
氏
名
）

印
」
を

「
（
申
請
者
の
氏
名
）

」
に
改
め

る
。別
記
様
式
第
３２及

び
別
記
様
式
第
３３中

「
（
申
請
者
氏
名
）

印
」
を

「
（
申
請
者
氏
名
）

」
に
改
め

る
。別
記
中

「
印
」
を
削
る
。

（
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延

滞
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
９
条

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並

び
に
延
滞
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１８年

５
月
１９日

東
京
都
公
安

委
員
会
規
則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
() 表
、
別
記
様
式
第
２
号
か
ら
別
記
様
式
第
５

号
ま
で
、
別
記
様
式
第
６
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第
７
号
() 表
中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
中
「
印
」
を
削
り
、
「
扱
者
印
」
を
「
取
扱

者
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
９
号
中
「
印
」
及
び
「
㊞
」
を
削
る
。

（
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
１０条

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
４
年
１０月

１２日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１４号

）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
及
び
別
記
様
式
第
２
中
「
印
」
を
削
る
。

（
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
援
助
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
）

第
１１条

つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
援
助
に

関
す
る
規
則
（
平
成
１５年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第

１４号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

（
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
）

第
１２条

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
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行
規
則
（
平
成
９
年
６
月
１７日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
１
）
、
様
式
第
２
号
（
そ
の
１
）
、

様
式
第
３
号
及
び
様
式
第
４
号
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
() 表
、
様
式
第
９
号
() 表
及
び
様
式
第
１０号

() 表
中

「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１１号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１２号

() 表
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１３号

中
「
㊞
」
を
削
る
。

（
性
風
俗
営
業
等
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の
取
立
て
等
及
び
性

関
連
禁
止
営
業
へ
の
場
所
の
提
供
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
）

第
１３条

性
風
俗
営
業
等
に
係
る
不
当
な
勧
誘
、
料
金
の
取
立
て
等

及
び
性
関
連
禁
止
営
業
へ
の
場
所
の
提
供
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
１２年

１０月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１３

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
及
び
様
式
第
２
号
中
「

印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
４
号
及
び
様
式
第
４
号
の
２
中

「
氏
名
又
は
名
称

印
」
を

「
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
６
号
及
び
様
式
第
７
号
中
「
印
」
を
削
る
。

（
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１４条

歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
１８年

５
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
１
）
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
２
）
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
号
及
び
別
記
様
式
第
３
号
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「
」
を

「
」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
及
び
別
記
様
式
第
６
号
中
「
印
」
を
削
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
１５条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
２２年

４
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
１
）
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
２
）
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「

」

を

「

」

に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
号
及
び
別
記
様
式
第
３
号
中
「
㊞
」
を
削
り
、

「
」
を

「
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第
５
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
７
号
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
中
「
印
」
を
削
る
。

（
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
１６条

特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
２９年

５
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
そ
の
１
）
、
別
記
様
式
第
２
号
（
そ
の

１
）
、
別
記
様
式
第
３
号
か
ら
別
記
様
式
第
５
号
ま
で
及
び
別
記

様
式
第
６
号
（
そ
の
１
）
中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
() 表
、
別
記
様
式
第
９
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第

１０号
() 表
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１２号

中
「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１３号

中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１４号

() 表
中
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「
氏
名

印
」
を

「
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
第
１７条

第
３
項
及

び
第
１８条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
１７条

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
第
１７条

第
３
項
及
び
第
１８条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
様
式
を
定
め
る
規
則

（
平
成
１６年

３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第
２
号
中
「
印
」
を
削
る
。

（
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１８条

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
平
成
２３年

７
月
１５

日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第
２
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
３
号
中

「

」
を

「
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
５
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
６
号
中

「

」
を

「
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
７
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
及
び
別
記
様
式
第
９
号
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１０号

() 表
及
び
別
記
様
式
第
１１号

() 表
中
「
印
」
を
削

る
。

（
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察
職
員
に

よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１９条

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察

職
員
に
よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２６年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１９号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
() 表
、
別
記
様
式
第
２
号
及
び
別
記
様
式
第
３

号
中
「
印
」
を
削
る
。

（
東
京
都
水
上
安
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２０条

東
京
都
水
上
安
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
３０年

３
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
中
「
㊞
」
及
び
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
２
号
か
ら
別
記
様
式
第
６
号
ま
で
の
規
定
中

「
㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
８
号
() 表
中
「
印
」
を
削
る
。

（
東
京
都
水
上
安
全
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
弁
明
の
機
会
の
付
与
に

関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２１条

東
京
都
水
上
安
全
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
弁
明
の
機
会
の

付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
３０年

６
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会

規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
２
号
か
ら
別
記
様
式
第
６
号
ま
で
、
別
記
様
式
第

７
号
() 表
及
び
別
記
様
式
第
８
号
中
「
㊞
」
を
削
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

公
安
委
員
会
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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